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    ★除雪機に注意★
  

   名寄警察署管内にて、点検中の除雪機が後退し
  使用者が壁に挟まれる事故が発生しました。
  　例年、全道で小型除雪機に指が挟まれる事故等
  が発生していることから、使用の際は十分な注意
  を行いましょう。
  　また、北海道では、例年除雪機の窃盗事件も発
  生しております。
    除雪機やタイヤの窃盗被害を防ぐためにも、物
  品の管理については鍵の掛かる場所に保管するな
  ど十分な対策を施してください。
 

９月に秋の全国交通安全運動、１０月に秋の輸送繁　
忙期交通安全運動が実施され、各関係団体と協力して

 旗の波作戦等の広報啓発活動をを実施しました。
 　また １１月には冬の交通安全運動も実施されます、 。
 　冬は路面が凍結して 特に事故が多くなる時期です、 。

　皆様も事故のない下川町を目指すために、交通安全
にご協力ください。

 横断歩道　人も車も　譲り合い
（下川町交通安全・防犯標語佳作）

   冬季における交通事故防止を図るため、11月13日から11月22日までの

 10日間 が実施されます。、「冬の交通安全運動」
 　～冬の交通事故防止のポイント～

 
　・　早めに冬タイヤに交換して、急な降雪や  
　　 凍結路面に対応できるように準備しましょう。 　　   

     

 　・  特に山間部や峠などを通行する際は、必ず

 　　冬タイヤを装着しましょう。

 
　
  ・　日陰や橋の上、トンネルなどでは路面が凍   

    結している場合があるので、路面状況をよく   

    確認して慎重な運転をしましょう。

　　 （１０月１日現在）下川町死亡事故ゼロ日    ３７６５日 　


